
ＩＣＴ活用促進の取組に係るロードマップ
ＩＣＴの活用に向けた移行期間

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 最終目標 参考

考え方

　ＩＣＴ活用モデル工
　事の適用を拡大
   ※草地版ＩＣＴ活用
       モデル工事を開始

ＩＣＴ活用促進の取組
（ＩＣＴの使用原則化に向けた取組）

ＩＣＴ活用促進の取組
（モデル工事から標準施工へ）

ＩＣＴの使用原則化
農業農村整備事業ではICTの活用が基本

資格 ○入札参加資格：農業土木、舗装
○入札参加資格
　→制限なし

○該当する資格
　・農業土木、舗装、機械器具設置、
　　建築、鋼橋上部、電気

対象工区

○工事予定価格が農業土木Ａ等級及び
　舗装工事A等級の工区（主たる工種が
　道路工の場合、Ｂ等級でも可）

○情報化施工技術の活用(モデル工事)
　実施方針に該当する工区

　　 ⇒上記全てに該当する工区

○工事予定価格が農業土木Ｂ等級以上
　及び舗装工事Ｂ等級以上の工区

○情報化施工技術の活用実施方針に
　該当する工区

      ⇒上記全てに該当する工区

○情報化施工技術の
　活用実施方針に示す
　適用範囲に該当する
　工区

○「情報化施工技術の活用実施方針」
　　に示す適用範囲
　・土工(掘削･床掘･盛土)

　　→1,000㎥以上

　・ほ場整備工(表土扱い･基盤造成･
　　表土整地)
　　→1ha以上
　・舗装工(不陸整正･下層路盤)
　　→3,000㎡以上
　・暗渠排水工(掘削･床掘)
　　→10aあたり100ｍ以上かつ
         施工延長1.1㎞以上
　・ため池改修工、地盤改良工及び
　　法面保護工は国のガイドライン参照

発注時期
○発注時期
　→制限なし

○発注者指定型
・下記のうち、発注者指定型として発注
　できる準備が整っている工区
　→BIM/CIM活用業務の成果を有する
　　工区。
　→受益者や施設管理者から３次元成果
　　の要望がある工区　…など
　
　　＜R8は数工区程度を想定＞

○発注者指定型が主
（必要に応じ※、受注
　者希望型の設定も可と
　する）

　※電波の不感地帯
　　などの諸事情

○受注者希望型
　・上記以外の工区

ＩＣＴ活用
 パターン

パターン１･２ ○パターン１のみ

ＩＣＴ活用
 工区数

実施工区/公告工区/全工区

  　６  / 16  /  500
 実施工区/公告工区/全工区

　 46  /  84  /  500
実施工区/公告工区/全工区

  80  / 153  / 500
【目標】

【ICT活用の公告工区数：350へ拡大】

　　　実施工区/公告工区 　全工区
　　　　140  /  350     　 500
　　　（40%）
　　　【目安】
　
 
　
 

　　　実施工区/公告工区 　全工区
　　　　175  /  350     　 500
　　　（50%）
　　　【目安】
　
 

　　　実施工区/公告工区 　全工区
　　　　210  /  350     　 500
　　　（60%）
　　　【目安】
　
 

【ICT活用の公告工区数：400へ拡大】
　
 
　　　実施工区/公告工区　全工区
　　　   280  /　400  　 500
　      （70%）
    　  【目安】

　　　　実施工区/公告工区　全工区
　　 　　  320  /　400  　 500
　　      （80%）
    　　  【目標】

　　　　　 ◎
　

実施工区/公告工区/全工区
   500  /※500  /  500
  (100%)

　※発注全工区で
　　ICTを活用

＜工区数設定根拠＞
○公告工区数①：350工区
　・農業土木A及び舗装A
○公告工区数②：50工区
　・農業土木Ｂ及び舗装Ｂ
○公告工区数③：50工区
　・Cランク及び随意契約工区
〇公告工区数④：50工区
　・機械器具設置･建築･鋼橋上部･電気
【上記計】全工区数を500工区で設定
　　※近年の年間発注工区数の平均

スローガン
（目標）

○ICT活用モデル工事
　の開始

　※実施率
　（実施数/公告数）
　　⇒38％

○ICT活用モデル工事
　の普及推進

　※実施率
　（実施数/公告数）
　　⇒55％

※目標実施率
　(実施数/公告数)
　⇒52％（＞50%）

○ICT活用促進の取組を開始
　※適用範囲（要件）に該当する
　　次の工事でのICTの活用が可
　　・農業土木Ａ
　　・舗装工事Ａ

　

◎ICT施工の対象工区を拡大
 （農業土木A・舗装A工事の工区の
　 全てをＩＣＴ施工の対象に）

　
　
 　
　

 ◎ICT施工の活用促進
 （対象工区の半分でICT施工を実施）

○ICT活用促進の取組：要件拡大
　※適用範囲（要件）に該当する
　　次の工事でのICTの活用が可
　　・農業土木Ｂ以上
　　・舗装工事Ｂ以上

 

◎中規模工区に対象工区を拡大
 （農業土木B・舗装Bも対象化）

　※目標実施率（実施数/公告数）
　　⇒概ね実施（概ねの定義＝８割）

◎ 対象工区で概ねICT施工を実施

○ロードマップのスケジュールは、
　実施状況や振興局・業界等の意見を
　踏まえ、随時フィードバック。

○「概ね」の定義
　・全体の「８割～9割」を指す。
　※Weblio辞書（実用日本語表現辞典）

①３Ｄ起工測量：暫定歩掛
②３Ｄ設計データ作成：暫定歩掛
③ＩＣＴ建機施工：歩掛+暫定歩掛
④３Ｄ出来形管理：率補正
⑤３Ｄデータ納品：率補正

①３Ｄ起工測量：歩掛化
②３Ｄ設計データ作成：歩掛化
③ＩＣＴ建機施工：歩掛化
④３Ｄ出来形管理：率補正
⑤３Ｄデータ納品：率補正

　【ＩＣＴ活用パターン】 （各パターンに記載の数字（①～⑤の全部又は一部）の実施を必須とする）
　　　○パターン１＜全面的なＩＣＴ活用パターン＞　①３次元起工測量　→　②３次元設計データ作成　→　③ＩＣＴ建機施工　→　④３次元出来形管理　→　⑤３次元データ納品
　　　○パターン２＜部分的なＩＣＴ活用パターン＞　②３次元設計データ作成　→　③ＩＣＴ建機施工
　　　○パターン３＜簡易的なＩＣＴ活用パターン＞　②３次元設計データ作成　→　④３次元出来形管理　→　⑤３次元データ納品

◎
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
工
事

発注方式 ○受注者希望型のみ

○発注者指定型

　・発注者指定型については、CIMの発注状況や工事を請け負う地域の建設業者の動向も踏まえ、発注の考え方を整理した後、あらためて示すこととする。

パターン１･２･３

◎積算方法
　※情報化施工技術
　　の活用ガイドラ
　　イン(農水省)に
　　準拠

①３Ｄ起工測量：見積り（差額分を計上）
②３Ｄ設計データ作成：見積り
③ＩＣＴ建機施工：歩掛（一部見積り）
④３Ｄ出来形管理：率補正
⑤３Ｄデータ納品：率補正

年　　度

ＩＣＴ活用モデル工事の実施

○入札参加資格：農業土木

○工事予定価格が農業土木Ａ等級の工区
（主たる工種が道路工の場合、Ｂ等級でも可）

○情報化施工技術の活用(モデル工事)実施方針に該当する工区

○ICTの活用に係る費用負担の増について受益者等の了解を得ている
　工区

　　　　　　　　⇒上記全てに該当する工区

３月発注（ゼロ国、翌債）から


